
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
調理室の上部に設置され、上記調理室の中央に熱を伝達する第１加熱手段 記第１加
熱手段を所定の角度範囲内で回動させる回動手段 記調理室の底板に設置され、上記
調理室の内部に設置されたターンテーブルに熱を伝達する第２加熱手段 含むことを特
徴とするヒータ装置を有する電子レンジ

ヒータ装置を有する電子レンジ。
【請求項２】
上記第１加熱手段は、上部ヒータであることを特徴とする請求項１記載のヒータ装置を有
する電子レンジ。
【請求項３】

ヒータ装置を有する電子レンジ。
【請求項４】
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と、上
と、上

とを
であって、

上記回動手段は、
上記調理室の側板に固定され、
上記側板に固定され所定位置に少なくとも１つ以上の突起が形成されたブラケットと、
上記ブラケットに嵌められて回転し、回転軸線上を上記第１加熱手段が貫通するブッシュ
と、
上記ブッシュの一面に固定され、上記ブッシュとともに回転し、上記突起に対応する領域
に溝が形成された案内板とを含むことを特徴とする

上記突起は上記ブッシュの回動方向に沿って所定の角度だけ離隔した一対の突起であるこ
とを特徴とする請求項１記載の



ヒータ
装置を有する電子レンジ。
【請求項５】

ヒータ装置を有
する電子レンジ。
【請求項６】

ヒータ装置を有する電子レンジ。
【請求項７】

ヒータ装置
を有する電子レンジ。
【請求項８】

ヒータ装置を有する電子レンジ。
【請求項９】

ヒータ装置を有する電子レンジ。
【請求項１０】

ヒ
ータ装置を有する電子レンジ。
【請求項１１】

ヒ
ータ装置を有する電子レンジ。
【請求項１２】

ヒータ装置
を有する電子レンジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
本発明はヒータ装置を有する電子レンジに関し、より詳しくは、調理室の上部に回動自在
な上部ヒータを設け、調理室の下部には下部ヒータを設けて、マグネトロンと同時に、或
いは選択的に作動させ得るヒータ装置を有する電子レンジに関する。
【背景技術】
図１は従来の電子レンジの概略的な正面図である。同図に示すように、従来の電子レンジ
は直方体の本体１０内部に高電圧を発生させる高圧トランス１４、高周波を発振させるマ
グネトロン１６及び高圧トランス１４とマグネトロン１６を冷却する冷却ファン１９など
が設置されている。
本体１０内部の調理室１１は食品の加熱空間であって、その上部にはヒータ１３が固定設
置され、その下部には食品などを載置するためのターンテーブル３が設置されている。タ
ーンテーブル３の下部の底板５にはターンテーブル３を回転させるためのモータ１が陥没
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上記一対の突起は約６０°の角度で離隔していることを特徴とする請求項３記載の

上記第１加熱手段は、上部ヒータであることを特徴とする請求項１記載の

上記第２加熱手段は、上記調理室の底板の下部面に設置された下部ヒータであることを特
徴とする請求項１記載の

上記下部ヒータは、Ｕ字形に設置されていることを特徴とする請求項６記載の

上記底板は、上記下部ヒータに対応する領域に多数の放熱孔が形成されていることを特徴
とする請求項７記載の

上記ターンテーブルの表面には、遠赤外線を放出するセラミックコーティングが施されて
いることを特徴とする請求項１記載の

上記調理室の天井板には、断熱層がさらに設置されることを特徴とする請求項１記載の

上記調理室の裏面板には、断熱層がさらに設置されることを特徴とする請求項１記載の

調理室の上部に設置され、上記調理室の中央に熱を伝達する上部ヒータと；
上記調理室の側板に固定され、上記上部ヒータの回動方向に沿って約６０°だけ離隔した
一対の突起が形成されたブラケットと；
上記ブラケットに嵌められて回転し、回転軸線上を上記上部ヒータが貫通するブッシュと
；
上記ブッシュの一面に固定され上記ブッシュとともに回転し、上記突起に対応する領域に
溝が形成された案内板と；
上記調理室の底板の多数の放熱孔が形成された部分の下方にＵ字形に設置され、上記調理
室内部に設置されたターンテーブルに熱を伝達する下部ヒータと；
上記ターンテーブルの表面にコーティングされ、遠赤外線を放出するセラミックコーティ
ングと；
上記調理室の天井板と裏面板に設置された断熱層と；を含むことを特徴とする



形成されている。
また、調理室１１の裏面板には熱風ヒータ７が設置されている。熱風ヒータ７の内部には
ヒータ（図示せず）と送風ファン（図示せず）が設置され、表面には調理室１１との空気
循環を促進するために多数の熱風循環孔９が形成されている。
一方、熱風ヒータ７に使用される空気が外部より流入すると、調理室１１の温度を低下さ
せるので、これを防止するために、調理室１１の側板に別途のダンパ１７と吸入口１８が
設置されている。即ち、ダンパ１７を開放することにより、調理室１１内の空気は熱風ヒ
ータ７へと循環する。
上記のような構成を有する従来の電子レンジは、調理方式によってオーブン調理方式、グ
リル調理方式及び対流（ convection）調理方式などに分けることができる。
オーブン調理方式はマグネトロン１６のみを利用する調理方式であって、ターンテーブル
３に置かれた食品の内部に高周波が直接浸透して食品を調理する。
グリル調理方式は、マグネトロン１６を使用せず、ヒータ１３と熱風ヒータ７とを利用す
る調理方式である。熱風ヒータ７が作動すると送風ファン（図示せず）により調理室１１
内部の空気が熱風ヒータ７を通過する。この時、空気は熱風に変換され、熱風循環孔９を
介して調理室１１内部の食品に供給される。即ち、食品は熱風の供給及びヒータ１３から
の熱の供給を受けて調理される。
対流調理方式は、マグネトロン１６、ヒータ１３及び熱風ヒータ７を同時に使用して調理
する方式である。
【特許文献１】
特開昭６１－１１９９２５号公報
【特許文献２】
実願昭５９－１５１６５４号（実開昭６１－０６６７０１号）のマイクロフィルム
【特許文献３】
特開昭６１－２３７９２１号公報
【特許文献４】
特開平０４－１３６６２１号公報
【特許文献５】
実願昭５１－０８６０９４号（実開昭５３－００９３９０号）のマイクロフィルム
【特許文献６】
実願平０１－１４２６４３号（実開平０３－０８０２０４号）のマイクロフィルム
【特許文献７】
実願昭５１－１２４０４３号（実開昭５３－０４０５６１号）のマイクロフィルム
【特許文献８】
特開昭５５－１２６７４６号公報
【特許文献９】
特開昭６２－０１０５１６号公報
【特許文献１０】
実願昭５５－０８５０７０号（実開昭５７－００８４１１号）のマイクロフィルム
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような構成を有する従来の電子レンジには、次のような問題点があ
った。
グリル調理方式の場合、ヒータ１３と熱風により食品の調理が行われるため、食品の下側
は上手く調理されなかった。つまり、ヒータ１３が食品の上部に固定されていて、熱風が
食品の内部に浸透しにくいため、食品の表面と上部が局部的に加熱されがちであった。従
って、食品とターンテーブル３との接触部分は調理が遅くて、全体的な調理の状態が不均
一であるという問題点があった。
対流調理方式の場合にも、ターンテーブル３と底板５との間の間隔が狭いため、熱風ヒー
タ７から発生した熱風が十分に供給されない。そのため、熱風により調理を行うパンやク
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尚、従来の電子レンジとしては、例えば特許文献１～１０がある。



ッキーなどはその下側がよく調理されず、問題となっていた。かかる問題点の解消のため
に、調理の途中で食品を裏返したり、食品をグリルなどに固定した後、グリルを回転させ
て均一に調理する技術が提案されている。しかし、このような方式は、適当なタイミング
で食品を裏返さなければならないという煩わしさがあるばかりでなく、調理室の内部が高
温であるため危ないという問題点があった。その他に、グリルを回転させるための構造が
複雑であるという問題点もあった。
また、ヒータ１３は調理室１１の上部に固定されているため、掃除が不便である。即ち、
調理過程で食品に含まれていた油が飛んだり、煙による汚れが発生した場合、調理室の上
板はヒータ１３が固定されていて掃除が容易でなく、非衛生的であるという問題点があっ
た。
さらに、食品の高さが低い場合は、ヒータ１３から食品までの距離が離れていて、食品を
完全に調理するのに高い熱量を要し、非効率的であった。
しかも、熱風ヒータ７の設置空間は調理室の後方でなければならないため、電子レンジの
設置空間が増加するという問題点もあった。
【課題を解決するための手段】
本発明は上述のような問題点を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、調
理室の上部に第１加熱手段を設置して食品の上部を加熱し、調理室の下部に第２加熱手段
を設置してターンテーブルに置かれた食品の底面を加熱することにより、簡単な構造のヒ
ータ装置を有する電子レンジを提供することにある。
本発明の他の目的は、第１加熱手段を回動可能にすることで、調理室の上板の掃除を容易
にし、食品とヒータとの距離を調節して少ない熱量でも調理が可能なヒータ装置を有する
電子レンジを提供することにある。
上記のような本発明の目的は、調理室の上部に設置され、上記調理室の中央に熱を伝達す
る第１加熱手段 記第１加熱手段を所定の角度範囲内で回動させる回動手段 記
調理室の底板に設置され、上記調理室の内部に設置されたターンテーブルに熱を伝達する
第２加熱手段 含むことを特徴とするヒータ装置を有する電子レンジ

ヒータ装置を有する電子レンジにより達成される。
上記第１加熱手段は上部ヒータであるのが望ましく、上記回動手段は上記調理室の側板に
固定されているのが望まし
また、上記突起は上記ブッシュの回動方向に沿って所定の角度だけ離隔した一対の突起で
あるのが望ましく、上記一対の突起はほぼ６０°の角度で離隔しているのがより望ましい
。
また、上記第２加熱手段は上記調理室の底板の下部面に設置された下部ヒータであるのが
望ましく、上記下部ヒータはＵ字形に設置されてもよい。
上記底板は上記下部ヒータに対応する領域に多数の放熱孔が形成されているのが望ましく
、上記ターンテーブルの表面には遠赤外線を放出するセラミックコーティングが施されて
いるのが望ましい。
また、上記調理室の天井板及び裏面板には、断熱層をさらに設置することができる。
上記のような本発明の目的はまた、調理室の上部に設置され、上記調理室の中央に熱を伝
達する上部ヒータと；上記調理室の側板に固定され、上記上部ヒータの回動方向に沿って
約６０°だけ離隔した一対の突起が形成されたブラケットと；上記ブラケットに嵌められ
て回転し、回転軸線上を上記上部ヒータが貫通するブッシュと；上記ブッシュの一面に固
定され上記ブッシュとともに回転し、上記突起に対応する領域に溝が形成された案内板と
；上記調理室の底板の多数の放熱孔が形成された部分の下方にＵ字形に設置され、上記調
理室内部に設置されたターンテーブルに熱を伝達する下部ヒータと；上記ターンテーブル
の表面にコーティングされ、遠赤外線を放出するセラミックコーティングと；及び上記調
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と、上 と、上

とを であって、上記回
動手段は、上記調理室の側板に固定され、上記側板に固定され所定位置に少なくとも１つ
以上の突起が形成されたブラケットと、上記ブラケットに嵌められて回転し、回転軸線上
を上記第１加熱手段が貫通するブッシュと、上記ブッシュの一面に固定され、上記ブッシ
ュとともに回転し、上記突起に対応する領域に溝が形成された案内板とを含むことを特徴
とする

い。



理室の天井板と裏面板に設置された断熱層と；を含むことを特徴とするヒータ装置を有す
る電子レンジにより達成される。
上記のように構成された本発明のヒータ装置を有する電子レンジは次のように動作する。
オーブン調理をする場合、マグネトロンが作動して高周波を調理室の内部に発振する。発
振された高周波は食品の内部に浸透し分子運動を促進して、食品の加熱調理がなされる。
この時、モータの駆動によりターンテーブルが回転するが、これと共に食品が回転して均
一な調理がなされる。
グリル調理をする場合、第１加熱手段である上部ヒータが動作して、食品の上部を加熱す
る。食品の高さが低い場合は、上部ヒータを多段階の角度で回動させて上部ヒータと食品
との距離を調節することができる。この時、第２加熱手段である下部ヒータを動作させれ
ば、多数の放熱孔を通してターンテーブルの底面が加熱される。ターンテーブルはモータ
の駆動により回転するため、食品の下側は均一に加熱調理される。
一方、下部ヒータの発熱によりターンテーブルが加熱されれば、表面にコーティングされ
たセラミックコーティングも加熱されて、遠赤外線を放出する。この時放出された遠赤外
線は食品に均一に浸透して食品の調理の状態を向上させる機能をする。
調理室の内部を掃除する場合は、上部ヒータを回動させて調理室の上板から離れるように
することができる。これにより、調理室の上板を容易に掃除することができる。
上記のようなヒータ装置を有する電子レンジによれば、食品の下側まで加熱することがで
き、食品が均一に調理されるという利点がある。また、上部ヒータの回動角度を調節し食
品との距離を調節することで、少ない熱量でもって調理が可能となるため、電子レンジの
熱効率が上がるという利点がある。また、上部ヒータを簡便に回動させて、調理室の上板
を掃除することができる。これにより、調理室の内部の掃除が容易になり衛生的である。
さらに、熱風ヒータの設置空間が不要となり、電子レンジの小型化が可能となるが、これ
は電子レンジの設置空間の省スペース化を可能にする。
【発明の効果】
本発明のヒータ装置を有する電子レンジによれば、上部ヒータの回動角度を調節して食品
との距離を調節することができる。これにより、少ない熱量でも調理が可能となるため、
電子レンジの熱効率が向上するという利点がある。また、上部ヒータを簡便に回動させて
調理室の上板を掃除することができるため、調理室内部の掃除が容易で、衛生的であると
いう利点がある。さらに、下部ヒータにより食品の下側も加熱することができるので、食
品の均一な調理が可能となる。そればかりでなく、熱風ヒータの設置空間が不要になるた
め電子レンジの小型化が可能となり、電子レンジの設置空間の省スペース化が可能となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
以下、添付図面に示された実施例を参照しながら本発明を詳細に説明する。
図２Ａは本発明によるヒータ装置を有する電子レンジの概略的な側断面図である。同図に
示すように、電子レンジは本体３０、第１加熱手段４０、第２加熱手段５０及びターンテ
ーブル７０などで構成されている。
本体３０は直方体の形状を有しており、前面にはドア３６が設置されている。また、本体
３０の内部には調理室３５が形成されている。調理室３５の内側上部には天井板３１が設
置され、天井板３１は二重となっていて断熱層３３を形成している。調理室３５の後面に
は裏面板３９が設置されているが、裏面板３９もまた二重となっていて断熱層３８を形成
している。調理室３５の底面には底板８２が設置され、底板８２にはターンテーブル７０
と第２加熱手段５０である下部ヒータ５１が設置されている。
ターンテーブル７０はディスク形状をしていて、表面には遠赤外線を放出し得るようにセ
ラミックコーティングが施されている。ターンテーブル７０はガイド７２により支持され
、ガイド７２は３つの車７９により底板８２上を回転するようになっている。ガイド７２
の中心には軸受７４の上端が連結され、下端はモータ７８の回転軸７６に連結されている
。上記モータ７８は本体３０に固定されたモータ固定ブラケット８０により支持される。
第１加熱手段４０の典型的な実施例は、上部ヒータ４１である。上部ヒータ４１の一端は
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調理室３５の内部にそのまま露出され、他端はブッシュ４２により調理室側板９６に固定
されている。図２Ａにおいて、実線は上部ヒータ４１の水平状態を表わし、点線は上部ヒ
ータ４１の回動状態を表わしている。
第２加熱手段５０の典型的な実施例は、下部ヒータ５１である。下部ヒータ５１は調理室
底板８２のうち軸受７４の周辺に陥没形成されている。また、下部ヒータ５１の上部に対
応する調理室底板８２には多数の放熱孔６０が形成されている。ケース５３は、内部に下
部ヒータ５１が固定設置され、外部は調理室底板８２とモータ固定ブラケット８０に固定
されている。
図２Ｂは図２ＡにおいてＢで示されたターンテーブル７０とガイド７２の拡大断面図であ
る。図２Ｂに示すように、ガイド７２は上部にターンテーブル７０が置かれ、ターンテー
ブル７０とガイド７２の表面にはセラミックコーティング７１が施されている。
図３は図２Ａにおける上部ヒータの回動手段の正面図である。図３に示すように、調理室
側板９６にはブラケット４６が固定されている。ブラケット４６には一対の突起４４、４
５が突設されている。突起４４、４５は上部ヒータ４１の回転中心に対して約６０°だけ
離隔した位置に形成されている。突起４４、４５の角部分はラウンド処理されていて、溝
４３への挿脱が容易である。上部ヒータ４１の回動位置を多段階に調整する必要がある場
合は、突起４４、４５を２つ以上形成してもよい。
案内板４７はブッシュ４２により回転可能に設置されている。案内板４７の回動位置によ
り突起４４、４５に接する領域には突起４４、４５を嵌めるための溝４３が形成されてい
る。
ブッシュ４２は案内板４７の回転中心に設置され、固定ネジ４８によりブッシュ４２と案
内板４７とが連結されている。ブッシュ４２の中心領域には上部ヒータ４１が貫通設置さ
れている。
図４は図３のＡ－Ａ線に沿って切断した断面図である。図４に示すように、調理室側板９
６には固定ネジ４９によりブラケット４６が固定されている。ブラケット４６の下側には
突起４４が突出形成されている。
ブッシュ４２はブラケット４６の中央に調理室側板９６とブラケット４６を貫通して設置
されている。ブッシュ４２の一面には固定ネジ４８により案内板４７が設置されている。
ブッシュ４２の中央には上部ヒータ４１が貫通設置されている。即ち、ブッシュ４２の回
転により上部ヒータ４１と案内板４７とが一体に回動する。
溝４３は案内板４７の突起４４と対応する領域に設置されている。溝４３は突起４４の挿
脱が容易なサイズに形成されている。
図５は本発明による下部ヒータ５１の分解斜視図である。同図に示すように、第２加熱手
段５０は調理室底板８２、下部ヒータ５１及びケース５３で構成されている。
調理室底板８２には多数の放熱孔６０が２列に長く形成されている。放熱孔６０の一側に
は３つのネジ孔が形成され、他側には２つの係止段５８、５９が形成されている。
ケース５３は高周波が漏れないように、調理室底板８２に密着固定される。３つのネジ５
５はネジ孔に嵌められ、係止突起５６は係止段５８、５９に嵌められて固定される。ケー
ス５３の一面には下部ヒータ５１が貫通固定されるように一対の孔５４が形成されている
。
下部ヒータ５１はＵ字形に折れ曲がった形でケース５３内に固定されている。下部ヒータ
５１の両端はケース５３の孔５４を通して外部に露出されている。
図６は本発明によるヒータ装置を有する電子レンジの概略的な平断面図である。同図に示
すように、電子レンジの本体３０の内部にはマグネトロン９４、ターンテーブル７０、下
部ヒータ５１及びドア３６などが設置されている。
調理室３５の中央にはターンテーブル７０が配置され、ターンテーブル７０の中央にはモ
ータ７８が設置されている。モータ７８の一側には下部ヒータ５１が設置され、下部ヒー
タ５１と対応する調理室底板８２の領域には多数の放熱孔６０が形成されている。
調理室の裏面板３９には断熱層３８が形成され、外部との熱交換を遮断する。調理室側板
９６にはマグネトロン９４が固定され、モータ９０と送風ファン９２がマグネトロン９４
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に向かって設置されている。調理室側板９６の送風ファン９２と隣接した領域には調理室
３５との通風のために多数の孔９５が形成されている。
上記のように構成された本発明によるヒータ装置を有する電子レンジの作用効果は次の通
りである。
食品をオーブン調理する場合、食品をターンテーブル７０に載置してからドア３６を閉じ
れば、調理室３５が遮蔽される。この状態でマグネトロン９４を発振させれば、高周波が
食品の内部に浸透する。高周波は食品の分子運動を活性化して食品が発熱し、これにより
調理がなされる。一方、モータ７８の駆動は回転軸７６を介してガイド７２に伝達される
。ガイド７２は調理室底板８２上を車７９により回転する。ターンテーブル７０はガイド
７２とともに回転しながら食品に高周波が均一に届くようにする。
食品をグリル調理する場合、食品をターンテーブル７０上に置いて上部ヒータ４１を所定
の角度だけ回動させる。上部ヒータ４１は食品の高さに応じて多様な角度で回動させるこ
とができる。その時、上部ヒータ４１とともにブッシュ４２と案内板４７が回動する。上
部ヒータ４１はブッシュ４２とブラケット４６との間の摩擦力により回動位置を維持する
。そして、ドア３６を閉じれば、調理室３５が遮蔽される。この状態で上部ヒータ４１と
下部ヒータ５１とが加熱される。
上部ヒータ４１が動作して熱を放出すれば、調理室３５の上部と食品の上部が加熱される
。また、下部ヒータ５１が動作して熱を放出すれば放熱孔６０を通して調理室３５内部に
熱が伝達される。このようにして伝達された熱は、回転するターンテーブル７０の底面を
均一に加熱するようになる。ターンテーブル７０が加熱されるにつれて、食品の下側もと
もに加熱される。
上部ヒータ４１と下部ヒータ５１により調理室３５は高温状態となる。この際、断熱層３
３、３８は外部への熱損失を防止し、熱効率を向上させる役割をする。
食品を対流調理方式により調理する場合、マグネトロン９４と上部ヒータ４１と下部ヒー
タ５１とを動作させるため、食品の内部だけでなく上下の部分まで均一且つ同時に調理さ
れる。また、食品によってはマグネトロン９４と上部ヒータ４１だけ、あるいはマグネト
ロン９４と下部ヒータ５１だけを選択的に動作させて、調理の状態を調節することができ
る。
下部ヒータ５１を単独で動作させれば、ターンテーブル７０により間接的に加熱されるた
め、食品を醗酵させるのに用いることもできる。
下部ヒータ５１が動作すれば、ターンテーブル７０が加熱され表面のセラミックコーティ
ング７１から遠赤外線が放出される。放出された遠赤外線は食品に浸透して食品の調理状
態を向上させ、食品の味を一層よくする。
調理室３５の内部を掃除する場合は、ドア３６を開放して上部ヒータ４１を回動させる。
そうすれば、案内板４７が回動して溝４３が突起４４に係止される。これにより、調理室
の天井板３１と上部ヒータ４１との間の距離が遠くなる。従って、使用者は上部ヒータ４
１の干渉無しに調理室の天井板３１を掃除することができる。
以上説明したように、本発明のヒータ装置を有する電子レンジによれば、上部ヒータの回
動角度を調節して食品との距離を調節することができる。これにより、少ない熱量でも調
理が可能となるため、電子レンジの熱効率が向上するという利点がある。また、上部ヒー
タを簡便に回動させて調理室の上板を掃除することができるため、調理室内部の掃除が容
易で、衛生的であるという利点がある。さらに、下部ヒータにより食品の下側も加熱する
ことができるので、食品の均一な調理が可能となる。そればかりでなく、熱風ヒータの設
置空間が不要になるため電子レンジの小型化が可能となり、電子レンジの設置空間の省ス
ペース化が可能となる。
以上、本発明を望ましい実施例に基づいて具体的に説明したが、本発明はこれに限定され
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で変更及び改良が可能なことは勿論で
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、従来の電子レンジの概略的な正断面図である。
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【図２Ａ】図２Ａは、本発明によるヒータ装置を有する電子レンジの概略的な側断面図で
ある。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２ＡにおいてＢで示されたターンテーブルとガイドの拡大断面図
である。
【図３】図３は、図２Ａにおける上部ヒータの回動手段の正面図である。
【図４】図４は、図３のＡ－Ａ線に沿って切った断面図である。
【図５】図５は、本発明による下部ヒータの分解斜視図である。
【図６】図６は、本発明によるヒータ装置を有する電子レンジの概略的な平断面図である
。
【符号の説明】
３０　本体
３５　調理室
３６　ドア
４０　第１加熱手段
４１　上部ヒータ
４６　ブラケット
５０　第２加熱手段
５１　下部ヒータ
５３　ケース
６０　放熱孔
７０　ターンテーブル
７８　モータ
８０　モータ固定ブラケット
８２　調理室底板
９４　マグネトロン
９２　送風ファン
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【 図 １ 】 【 図 ２ Ａ 】

【 図 ２ Ｂ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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